
平
成
十
九
年
三
月
八
日
提
出

質
問
第
一
〇
七
号

駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

笹

木

竜

三

107



駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
日
米
軍
再
編
に
関
し
、
平
成
十
八
年
五
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
お
い
て
、
「
再
編
実
施
の
た
め
の
日
米
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
（
以
下
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
い
う
。
）
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
政
府
は
、
「
我
が
国
の
平
和
及
び

安
全
の
維
持
に
資
す
る
」
と
し
て
、
今
回
、
「
駐
留
軍
等
の
再
編
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
」
を
提
出
し
た
。

よ
っ
て
、
本
法
律
案
等
に
関
し
、
政
府
に
対
し
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

第
一
条
の
「
駐
留
軍
等
の
再
編
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
資
す
る
」
と
は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
か
。

二

第
二
条
第
三
号
の
「
防
衛
施
設
」
と
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
第
六
条
並
び
に
日
米
地
位
協
定
の
第
二
条
第
一
項
の
施
設

及
び
区
域
並
び
に
自
衛
隊
の
施
設
を
指
す
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
施
設
及
び
区
域
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

第
四
条
の
「
再
編
関
連
特
定
防
衛
施
設
」
と
し
て
防
衛
大
臣
が
新
た
に
指
定
で
き
る
施
設
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
状

況
の
施
設
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
現
在
想
定
さ
れ
て
い
る
具
体
的
施
設
名
を
明
示
さ
れ
た
い
。

四

第
五
条
で
、
防
衛
大
臣
は
再
編
関
連
特
定
周
辺
市
町
村
を
指
定
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か

一



に
さ
れ
た
い
。

�

再
編
関
連
特
定
防
衛
施
設
の
周
辺
地
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
市
町
村
と
し
て
「
政
令
で
定
め
る
範
囲
内
の
も
の
に
限

る
」
と
あ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
基
準
で
範
囲
を
指
定
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

�

当
該
市
町
村
に
お
け
る
再
編
関
連
特
別
事
業
と
は
、
「
公
共
用
の
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
住
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向

上
及
び
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
な
事
業
に
つ
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
再
編
交
付
金
」
を
政
令
の
定
め
に
よ
り
再
編
関
連
特
定
周
辺
市
町
村
に
交
付
す
る
と
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
て
以
下

の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

他
省
庁
所
管
の
法
律
で
、
特
定
の
政
策
を
達
成
す
る
た
め
に
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
し
た
事
例
を
示
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
九
年
度
予
算
案
に
お
い
て
、
再
編
交
付
金
約
五
十
一
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
算
定
根
拠
及
び
平
成

二
十
年
度
以
降
に
つ
い
て
の
財
源
確
保
の
見
通
し
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

附
則
第
二
条
で
、
法
律
の
効
力
に
つ
い
て
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
し
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

防
衛
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
知
事
の
申
出
に
よ
り
「
再
編
関
連
振
興
特
別
地
域
」
を
指
定
で
き
る
と
あ
る
が
、
指
定
要
件

二



は
再
編
関
連
特
定
周
辺
市
町
村
の
区
域
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
市
町
村
の
区
域
か
ら
な
る
地
域
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
例
え

ば
、
戦
闘
機
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
飛
行
騒
音
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
、
ど
の
程
度
の
地
域
ま
で
が
当
該

地
域
に
該
当
す
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
。

八

今
回
の
法
律
案
で
設
置
さ
れ
る
駐
留
軍
等
再
編
関
連
振
興
会
議
及
び
そ
の
議
長
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
二
月
十
日
付
朝

日
新
聞
は
、
「
内
閣
府
は
会
議
の
議
長
を
首
相
と
し
て
内
閣
府
に
設
置
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
最
終
的
に
は
防
衛
省
に

設
置
す
る
こ
と
に
落
ち
着
い
た
」
と
報
道
し
て
い
る
。
同
会
議
を
防
衛
省
に
設
置
し
、
そ
の
議
長
は
防
衛
大
臣
を
も
っ
て
充

て
る
こ
と
と
し
た
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

九

今
回
の
駐
留
軍
等
の
再
編
に
よ
る
駐
留
軍
等
労
働
者
の
雇
用
へ
の
影
響
の
見
通
し
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
今
後
の
具
体
的

な
対
策
（
法
律
案
に
お
け
る
独
立
行
政
法
人
駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
を
通
じ
た
技
能
教
育
訓
練
を
除
く
）
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

一
〇

在
沖
縄
米
軍
海
兵
隊
の
グ
ア
ム
移
転
に
関
す
る
経
費
等
に
関
し
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

今
回
の
グ
ア
ム
移
転
に
関
し
て
、
米
軍
が
自
国
の
領
土
に
自
国
の
軍
を
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
対
す
る
経
費
を
日
本
が
負

担
す
る
こ
と
で
合
意
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
諸
外
国
に
お
い
て
、
類
似
の
事
例
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
ま
た
、
我
が

三



国
が
経
費
を
負
担
で
き
る
法
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

移
転
費
用
は
総
額
一
〇
二
・
七
億
ド
ル
、
う
ち
日
本
側
の
負
担
は
六
〇
・
九
億
ド
ル
と
あ
る
が
、
そ
の
積
算
根
拠
に
つ

い
て
明
示
さ
れ
た
い
。

�

日
本
側
の
負
担
額
の
内
訳
で
、
家
族
住
宅
に
関
し
、
出
資
一
五
・
〇
億
ド
ル
、
融
資
等
六
・
三
億
ド
ル
、
効
率
化
四
・

二
億
ド
ル
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
積
算
根
拠
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
内
訳
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

在
沖
米
海
兵
隊
等
約
八
千
人
、
そ
の
家
族
約
九
千
人
が
沖
縄
か
ら
グ
ア
ム
に
移
転
す
る
計
画
だ
が
、
我
が
国
の
安
全
保

障
政
策
に
与
え
る
影
響
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

�

平
成
十
九
年
二
月
十
日
付
朝
日
新
聞
は
、
「
防
衛
省
の
内
部
資
料
に
よ
る
と
」
と
し
て
、
移
転
経
費
総
額
一
〇
二
・
七

億
ド
ル
や
日
本
側
負
担
の
六
〇
・
九
億
ド
ル
は
、
米
国
東
海
岸
を
一
と
し
た
場
合
、
沖
縄
は
一
・
四
三
、
グ
ア
ム
は
二
・

六
四
と
い
う
建
設
コ
ス
ト
の
地
域
係
数
を
も
と
に
算
出
さ
れ
た
額
で
あ
る
な
ど
と
報
じ
て
い
る
が
、
こ
の
報
道
の
真
偽
に

つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
九
年
二
月
十
日
付
朝
日
新
聞
は
、
国
際
協
力
銀
行
や
民
間
企
業
等
が
出
資
、
融
資
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
三
二
・
九
億
ド
ル
に
つ
い
て
、
「
返
済
期
間
は
四
十
〜
五
十
年
」
と
も
報
道
し
て
い
る
が
、
返
済
期
間
の
見
通
し
に
つ

四



い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

一
一

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
は
、
在
日
米
空
軍
司
令
部
の
あ
る
横
田
飛
行
場
に
は
航
空
自
衛
隊
航
空
総
隊
司
令
部
が
、
在
日
米
陸

軍
司
令
部
の
あ
る
キ
ャ
ン
プ
座
間
に
は
陸
上
自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
司
令
部
が
移
転
す
る
こ
と
で
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

関
し
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

こ
れ
ら
の
移
転
の
趣
旨
、
目
的
及
び
効
果
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
先
立
ち
、
平
成
十
七
年
十
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
「
日
米
同
盟：

未
来
の
た
め
の
変
革
と
再
編
」
に
お
い
て
、
自
衛
隊
と
米
軍
の
相
互
運
用
性
の
向
上
が
図
ら
れ
、
更
に
こ
れ
ら
の
移
転
が

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
衛
隊
が
米
軍
と
一
体
化
し
、
米
国
の
世
界
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
「
極
東
」
の
範
囲
を
超

え
た
自
衛
隊
の
行
動
に
結
び
つ
く
恐
れ
が
な
い
か
ど
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
二

日
米
安
全
保
障
条
約
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
事
前
協
議
に
関
連
し
、
今
回
の
在
日
米
軍
の
再
編
の
個
別
の
案
件
並
び
に
Ｓ

Ｍ
�
ミ
サ
イ
ル
及
び
Ｐ
Ａ
Ｃ
�
ミ
サ
イ
ル
の
配
備
は
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
の
か
否
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
三

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
示
さ
れ
た
再
編
計
画
（
一
〇
の
項
目
を
除
き
）
に
関
し
、
個
々
の
計
画
に
つ
い
て
我
が
国
の
安
全
保

障
上
の
必
要
性
・
目
的
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五



一
四

「
日
米
同
盟：

未
来
の
た
め
の
変
革
と
再
編
」
に
お
い
て
は
、
「
双
方
は
、
良
く
連
携
が
と
れ
た
協
力
の
た
め
に
は
共

通
の
情
勢
認
識
が
鍵
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
部
隊
戦
術
レ
ベ
ル
か
ら
国
家
戦
略
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
情
報
共
有
及
び

情
報
協
力
を
あ
ら
ゆ
る
範
囲
で
向
上
さ
せ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
日
米
間
の
情
報
の
共
有
化
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
米

国
側
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
る
恐
れ
は
な
い
の
か
、
我
が
国
独
自
の
判
断
が
で
き
る
情
報
収
集
体
制
を
ど
う
担
保

す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
五

再
編
に
よ
り
米
国
側
か
ら
全
面
返
還
・
部
分
返
還
さ
れ
る
施
設
及
び
区
域
に
つ
い
て
以
下
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
お
い
て
、
本
年
三
月
ま
で
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
嘉
手
納
飛
行
場
以
南
の
土
地
の
返
還

計
画
に
関
す
る
日
米
交
渉
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
今
回
の
在
日
米
軍
再
編
は
、
ど
の
よ
う
な
点

で
沖
縄
県
の
基
地
負
担
軽
減
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
沖
縄
に
関
す
る
特
別
行
動
委
員
会
（
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
）
の
最
終
報
告
に
関
し
、
「
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
に
よ
る
移

設
・
返
還
計
画
に
つ
い
て
は
、
再
評
価
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
示
さ
れ
た

沖
縄
県
内
に
お
け
る
土
地
の
返
還
等
以
外
の
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
案
件
は
具
体
的
に
何
が
残
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
に

よ
る
移
設
・
返
還
計
画
の
再
評
価
の
見
通
し
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六



�

い
わ
ゆ
る
日
米
地
位
協
定
第
四
条
で
は
、
返
還
さ
れ
た
基
地
、
施
設
等
に
つ
い
て
の
原
状
回
復
に
関
し
、
米
国
側
に
責

任
は
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
返
還
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
土
壌
か
ら
有
害
物
質
が
検
出
さ
れ
た
事
例
も
あ

り
、
民
主
党
は
地
位
協
定
を
改
定
し
て
環
境
保
全
条
項
を
新
設
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
今
後
返
還
さ
れ

る
基
地
等
の
跡
地
の
原
状
回
復
策
に
つ
い
て
財
源
の
確
保
を
含
め
、
具
体
的
に
い
か
な
る
措
置
を
講
ず
る
の
か
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
在
日
米
軍
再
編
が
合
意
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
沖
縄
県
を
含
め
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
要
望
の

強
い
日
米
地
位
協
定
の
改
定
に
つ
い
て
、
政
府
は
今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
つ
も
り
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


